
（新型インフルエンザ可能性者説明用） 

 

 

 

佐久保健所 

 

あなたは、新型インフルエンザに感染している可能性があると判断されました。つきましては、検査の結果

が判明するまで健康観察が必要となります。それまでの間、できるだけ保健所の指導にご理解とご協力をいた

だき、お過ごしください。 

 

 次の方が「新型インフルエンザに感染している可能性がある方」となります。（現時点では症例定義が示さ

れていないので仮想のもの） 

新型インフルエンザが流行している国から帰国した方で、インフルエンザ様症状（３８℃以上の高熱及び急性

呼吸器症状、原因不明の肺炎・呼吸困難）のある方。 

 

 

＜今後のあなたへの対応は、以下のとおりになります（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）の場合＞ 

 

      要観察者と判断 

         

    感染症指定医療機関を受診、任意の入院 

       喉からの分泌液の採取                 長野県環境保全研究所にて検査 

       本人・接触者への聞き取り調査           「Ｈ５型」陽性   「Ｈ５型」陰性 

 

      疑似症患者                                                       入院の方は退院可能 

                                     

       医師から保健所へ感染症患者発生届提出 

       法律に基づく入院勧告・就業制限 

  国立感染症研究所にて検査 

                                         「Ｈ５Ｎ１」陽性   「Ｈ５Ｎ１」陰性 

   

    確定患者                     法律に基づく入院勧告・就業制限の解除 

                                   

       法律の基づく入院勧告・就業制限の継続 

 

＊ 検査結果と今後の対応は随時、あなたと主治医の先生にお伝えいたします。 

＊ 法律に基づく入院の場合、入院や治療に関する費用は、原則として無料に 

なります。 

 

 

ご心配なことや、ご不明な点がございましたら、 

佐久保健所（０２６７－６３－３１６４） 

（携帯電話：             ）まで、ご連絡下さい。 

 

 

         ２００８．１０作成 
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